
○厚木市文化芸術振興条例 

平成24年12月25日 

条例第28号 

（目的） 

第１条 この条例は、厚木市自治基本条例（平成22年厚木市条例第25号）の趣

旨にのっとり、文化芸術の振興に関する基本的な事項を定め、並びに市、市

民及び文化芸術団体の役割等を明らかにすることにより、人、まち及び自然

が響きあうあつぎの文化芸術を創造し、もって心豊かな市民生活と活力に満

ちた地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

（基本原則） 

第２条 文化芸術の振興に当たっては、市民が文化芸術を鑑賞し、これに参加

し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければな

らない。 

２ 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術に関する活動（以下「文化芸術活

動」という。）を行う市民の自主性及び創造性が十分に尊重されなければな

らない。 

３ 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術が大切に育まれ継承されるととも

に、多様で特色ある文化芸術が発展するよう配慮されなければならない。 

４ 文化芸術の振興に当たっては、市、市民及び文化芸術活動を行う団体（以

下「文化芸術団体」という。）が連携し、及び協働して取り組まなければな

らない。 

（市の責務） 

第３条 市は、文化芸術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するも

のとする。 

２ 市は、文化芸術の振興に関する施策を効果的に推進するため、国及び神奈

川県その他の地方公共団体との連携に努めるものとする。 

（市民による文化芸術の継承及び創造） 
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第４条 市民は、第２条に規定する基本原則の理解の下、文化芸術活動への参

加を通じて、文化芸術の継承及び創造の担い手となることができる。 

（文化芸術団体の役割） 

第５条 文化芸術団体は、自主的かつ創造的に文化芸術活動を推進するととも

に、文化芸術活動に参加する市民との協働により、当該活動の充実に資する

よう努めるものとする。 

（基本計画） 

第６条 市長は、文化芸術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ため、文化芸術の振興に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）

を策定しなければならない。 

２ 市長は、基本計画を策定しようとするときは、厚木市文化芸術振興委員会

の意見を聴かなければならない。 

（文化芸術の継承等） 

第７条 市は、文化芸術の継承及び発展を図るため、伝統芸能等の後継者の育

成の支援その他の文化芸術が適切に保存され、又は活用されるための必要な

施策を講ずるものとする。 

（市の自然等をいかした文化芸術の創造） 

第８条 市は、特色ある文化芸術の創造を図るため、本市の豊かな自然、歴

史、風土等の文化資源をいかした取組その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

（創造的活動を行う者等の育成） 

第９条 市は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、それを支える活動を行

う者等の育成を図るための環境整備、創造的活動の成果を発表する機会の提

供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（市民の鑑賞等の機会の充実） 

第10条 市は、市民が文化芸術を鑑賞し、又は市民自らが文化芸術活動を行う

ことができる機会の充実を図るため、文化芸術に関する公演、展示等の拠点



の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（文化芸術に関する情報の収集及び発信） 

第11条 市は、文化芸術に関する情報を収集し、市民及び文化芸術団体と協働

してその情報を市内外に発信することにより、文化芸術を通じた交流が促進

されるよう努めるものとする。 

（文化芸術振興委員会） 

第12条 市長は、この条例の運用状況の点検等を行うため、市民等で構成する

厚木市文化芸術振興委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 市長は、毎年度、この条例の運用状況について、委員会に報告しなければ

ならない。 

３ 委員会は、この条例の運用状況について、市長に意見を述べることができ

る。 

４ 委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。 

（評価等） 

第13条 市長は、委員会の意見を踏まえ、４年を超えない期間ごとに、この条

例の運用状況を評価し、その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものと

する。 

（委任） 

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条並びに附則第３項及

び第５項の規定は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に策定されている厚木市文化芸術振興プランは、

第６条の規定により策定された基本計画とみなす。 



（厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和43年厚木

市条例第16号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（厚木市芸術文化振興基金条例の一部改正） 

４ 厚木市芸術文化振興基金条例（平成２年厚木市条例第１号）の一部を次の

ように改正する。 

〔次のよう〕略 

 


